
 

 

｢任意継続組合員｣制度の 
ごあんない 
（令和６年度版） 

～退職される方はご覧ください～ 

 

退職後に再就職する方は、原則として「再就職先の健康保険」に加入となりますが、再就職先

で健康保険が適用されない方、および再就職しない方については「ご家族の健康保険の被扶養

者」、「共済組合の任意継続組合員」、または「国民健康保険」のうちいずれかの健康保険を選

択して加入することになります。 

共済組合の「任意継続組合員制度」は、退職後の病気やケガに対して在職中とほぼ同様に医

療機関の保険診療や、各種短期給付（出産費、埋葬料、災害見舞金など）を受けることができる

制度です。 

このパンフレットをご覧いただき、退職後の健康保険についてご検討のうえ、お手続きをお願

いいたします。 

 

※ご家族の健康保険被扶養者、国民健康保険の詳細については、それぞれご確認ください。 

※年金制度の適用はありませんので、６０歳未満の方は国民年金の加入手続きが必要となります。 

 

 

 

退職後、最長で２年間加入できます（後期高齢者医療制度適用者は除きます。）。 

 

 

 

退職の日の前日まで引き続き１年以上組合員であった方。 

 

 

 

退職した日から２０日以内に『任意継続組合員資格取得申出書』を退職時の勤務先を通し、

共済組合に提出してください。 

 

 

任意継続組合員制度に関するお問い合わせ 

福島県市町村職員共済組合 
〇加入・脱退に関すること   ： 資格調定係 

〇各種短期給付に関すること ： 短期給付係 

〒９６０－８５１５  

福島市太田町１３番５３号 

福島グリーンパレス４階 

℡（０２４）５３３－００１１ 

 

加入期間 

加入資格 

申込手続 



 

 

 

任意継続組合員とその被扶養者は、在職中とほぼ同様に医療機関の保険診療や各種短期給付を受け

られます。 

また、在職中に「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受療証」、「一部負担金等免除証明書」を交付さ

れていた方は、「記号・番号」が変わるため、再申請が必要となります。 

・療養費や埋葬料、災害見舞金などの各種給付は、退職時の勤務先を通して共済組合へ請求してくだ

さい。 

・「休業給付」は、在職中に該当していた方は、引き続き請求できますが、任意継続制度加入後に事由が

発生した場合は、支給対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

退職時に被扶養者として認定されていた方で、任意継続組合員制度加入後も引き続き認定要件を備え

ている方は、そのまま被扶養者の資格を継続できます。「任意継続組合員資格取得申出書」の「被扶養者

の資格継続の確認」欄に当該被扶養者の氏名等を記入するだけで、その他の手続きは不要です。 

・新たに被扶養者の認定要件を備えたとき、または認定要件を欠くに至ったときは、「被扶養者申告書」

に関係書類を添えて、退職時の勤務先に提出してください。 

 

 

 

 

 

ご自宅に「任意継続組合員証」をお送りします。該当する方がいる場合には「任意継続組合員被扶養者

証」、「高齢受給者証」も併せてお送りします。 

・「任意継続組合員証」等が届く前に医療機関を受診したい場合は、退職時の勤務先の共済事務担当

係へお問い合わせください。 

・「任意継続組合員証・被扶養者証」は有効期限（年度末まで）を表示して発行します。 

 

 

 

 

 

翌年度については、３月初旬に継続確認の案内文書等をお送りします。 

任意継続掛金は１年目と同程度となりますが、国民健康保険料は１年目より低額になることが考えられ

ますので、任意継続組合員を継続するかをご検討ください。 

・任意継続組合員を継続する場合は、同封の納付用紙により翌年度分の掛金を納付してくだざい。共済

組合で入金を確認後、新たな組合員証等を発行いたします。 

・継続せず、国民健康保険等に加入される場合は、案内文書に同封の「任意継続組合員資格喪失申出

書」を共済組合に ３月中 に提出してください。共済組合から「資格喪失証明書」をご自宅宛にお送りい

たしますので、国民健康保険加入等の手続きを行ってください。 

 

給      付 

任意継続組合員証の発行  

翌年度継続の確認 

被扶養者の認定 



 

 

 

 

任意継続掛金の算定基準となる 

任意継続掛金の標準報酬月額は、次のいずれかの低い額となります。 

◎ 退職時の標準報酬月額 

◎ 当共済組合の任意継続組合員に係る標準報酬月額 360,000円 

掛金の計算方法は、以下のとおりです。 

短期掛金（月額）＝「任意継続掛金の標準報酬月額」× １０４．０ ／１０００（円未満切捨て） 

介護掛金（月額）＝「任意継続掛金の標準報酬月額」×  １７．０ ／１０００（円未満切捨て） 

※４０歳以上６５歳未満の方は介護保険に加入となるため、介護掛金も納めていただきます。 

※被扶養者の人数によって、掛金額が変動することはありません。 

 

 

 

 

 

任意継続掛金の納付方法は、次の３通りがあり、加入申込み時に選択します。共済組合からご自宅に

令和６年度分の納付用紙（通知書）をお送りしますので、指定日までに金融機関窓口で納めてください。 

○ 毎月納付  １ヵ月分を毎月納付 

○ 半期納付  一年度を前期（４月～９月分）と後期（１０月～３月分）に分け半期毎に納付 

○ 全期納付  一年度分（４月～３月分）を一括して納付 

・半期納付と全期納付には、掛金の割引が適用されます。（下の「掛金前納乗率表」を参照） 

 

掛金前納乗率表（毎月納付は割引適用なし。掛金還付計算にも適用。円未満四捨五入） 

前納月数 乗  率 前納月数 乗  率 前納月数 乗  率 

１ 

２ 

３ 

４ 

 0.9967369 

 1.9902215 

 2.9804642 

 3.9674757 

５ 

６ 

７ 

８ 

 4.9512666 

 5.9318472 

 6.9092282 

 7.8834200 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

 8.8544329 

 9.8222773 

 10.7869636 

 11.7485020 

※介護掛金の割引についても同様の計算方法となります。 

※任意継続組合員になって最初の月の掛金は、割引の対象になりません。 

 

 

 

 

 

該当する各期間の最初の月の 前月の２５日 までに納めてください。 

・ただし、任意継続組合員となって最初に納付する掛金は前月に納付することができないため、共済組

合が別に定める期日までに納めてください。 

・金融機関の休業日にあたる場合は、前営業日までに納めてください。 

○毎月納付の場合の例：  [ ６月分 → ５月２４日（金）まで] 

 

 

 

 

掛      金 

掛金の納付方法 

掛金の納付期日 



 

 

退職時の 短期掛金（円） 介護掛金（円） 年間納付額（円） 

標準報酬月額 （１ヵ月分） （１ヵ月分） 毎月納付 半期納付 全期納付 

160,000 16,640 2,720 232,320 230,057 228,196 

170,000 17,680 2,890 246,840 244,435 242,458 

180,000 18,720 3,060 261,360 258,814 256,720 

190,000 19,760 3,230 275,880 273,193 270,982 

200,000 20,800 3,400 290,400 287,570 285,245 

220,000 22,880 3,740 319,440 316,329 313,769 

240,000 24,960 4,080 348,480 345,086 342,294 

260,000 27,040 4,420 377,520 373,843 370,817 

280,000 29,120 4,760 406,560 402,600 399,342 

300,000 31,200 5,100 435,600 431,357 427,867 

320,000 33,280 5,440 464,640 460,114 456,391 

340,000 35,360 5,780 493,680 488,871 484,916 

（最高限度額） 360,000 37,440 6,120 522,720 517,628 513,440 

※４０歳以上６５歳未満の方は、介護保険に加入となるため、介護掛金も納めていただきます。 

※年間納付額は、介護掛金を含んだ場合の金額です。 

※半期および全期の年間納付額は、割引適用後の金額です。 

 

 

 

次に該当したときは、任意継続組合員の資格を喪失します。 

「任意継続組合員資格喪失申出書」および（ ）内に記載の添付書類を共済組合に提出していただく必

要がありますので、共済組合保険課資格調定係までご連絡ください。 

ただし、下記の②または⑥（ア）に該当する場合は、手続きは不要です。 

①掛金を納付期日までに払い込まなかったとき 

②任意継続組合員となって２年を経過したとき 

③死亡したとき（死亡日のわかるもの） 

④健康保険等の被保険者または共済組合の組合員となったとき（新しい保険証の写） 

⑤脱退の申出があったとき 

※国民健康保険に加入する、ご家族の被扶養者となるなどの理由で、２年満了前に脱退を希望 

する場合がこれに該当します。 

※申出が受理された日の属する月の末日が脱退日となります。 

⑥後期高齢者医療制度が適用されたとき 

（ア）７５歳到達により適用 

（イ）６５歳以上７５歳未満で障がいにより適用（後期高齢者医療被保険者証の写） 

 

 

 

資格喪失月以降の掛金を納付済みの場合、過払いとなった掛金は還付いたします。 

・「任意継続組合員資格喪失申出書」と併せて、「任意継続組合員掛金・介護掛金還付請求書」を共済

組合に提出してください。 

・還付金は、請求書に記載された口座へ送金いたします。 

資  格  の 喪  失 

掛  金  の 還  付 

掛 金 額 早 見 表 


